
 

第２２期第２４回 

松浦海区漁業調整委員会  

 

 

 

日時 令和5年5月23日（火）15時～  

場所 佐賀玄海漁業協同組合 会議室 

（唐津市海岸通り 7182－233） 
 

  

 

次    第 
 

１ 開  会 

 

２ 議  題 

 

（１） 特定水産資源に係る令和５管理年度における知事管理漁獲可能量 

の設定（案）について（諮問）                 Ｐ2 ～Ｐ4 

                                            

（２） 令和５年度共同漁業権、定置網漁業権及び区画漁業権の免許をす 

べき者の判断基準（案）について（協議）            Ｐ5 ～Ｐ15 

 

（３） 試験養殖について（協議）                   Ｐ16 ～Ｐ43 

① 屋形石漁業協同組合におけるアカウニの試験養殖 

② 肥前統括支所における地元産カキの天然採苗試験養殖 

 

（４） 試験養殖処理要綱の運用について（協議）            Ｐ44 ～Ｐ47                   
 

（５） その他 
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(別紙) 

 

 
まさば対馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群に関する令和５管理年度（令和５年７月１日から令和６
年６月 30 日までの期間をいう。）における漁業法（以下「法」という。）第 15 条第１項各号に掲げる数
量は、次のとおりとする。 
 
 
第１ まさば対馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群 
 １ 都道府県別漁獲可能量について、本県に定められた数量 
   現行水準 
 
 ２ 知事管理区分に分配する数量  

知事管理区分 配分数量 
佐賀県まさば及びごまさば漁業 現行水準 
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 ５ 水管 第 325 号                

令和５年４月 26日 

  佐賀県知事 殿 

 

                                     農林水産大臣 野村 哲郎 

 

まさば及びごまさば太平洋系群、まさば対馬暖流系群及びごまさば東

シナ海系群、ずわいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群Ａ海域、

ずわいがに日本海系群Ｂ海域、ずわいがに北海道西部系群並びにずわ

いがにオホーツク海南部に関する令和５管理年度における都道府県別

漁獲可能量の当初配分の通知 

 

  まさば及びごまさば太平洋系群、まさば対馬暖流系群及びごまさば東シナ海

系群、ずわいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群Ａ海域、ずわいがに日

本海系群Ｂ海域、ずわいがに北海道西部系群並びにずわいがにオホーツク海南

部に関する令和５管理年度における都道府県別漁獲可能量の当初配分について、

漁業法（昭和 24 年法律第 267 号）第 15 条第１項の規定に基づき、下記の表の

とおり都道府県別漁獲可能量を定めたので、同条第４項の規定に基づき、通知い

たします。 

記 

令和５管理年度における都道府県別漁獲可能量の当初配分 

特定水産資源 

定めようとしてい

る都道府県別漁獲

可能量（トン） 

基本シェア（％） 
現行水準の場合の

目安数量（トン） 

まさば及びごまさ

ば太平洋系群 
   

まさば対馬暖流系

群及びごまさば東

シナ海系群 

現行水準 0.05% 100 トン未満 

ずわいがに太平洋

北部系群 
   

ずわいがに日本海

系群Ａ海域 
   

ずわいがに日本海

系群Ｂ海域 
   

ずわいがに北海道

西部系群 
   

ずわいがにオホー

ツク海南部 
   

（注記）基本シェアの算定期間（平成 29 年から令和元年）の漁獲実績が１トン

未満の場合は、配分の対象としない 
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令和５年度共同漁業権、定置漁業権及び区画漁業権の免許をすべき者の判断基準

（案） 

 

令和５年 月 日付け水産第 号  

佐賀県農林水産部水産課長通知  

第１ 目的  

この判断基準は、令和５年度における共同漁業権、定置漁業権及び区画漁業権免許

の一斉切替えに当たり、漁業法（以下「法」という。）第73条第２項第２号に掲げる

場合において、免許をすべき者を決定するための審査基準をあらかじめ示すことを目

的とする。  

 

第２ 共同漁業権における審査基準  

共同漁業権の免許についての適格性を有する者は、法第72条第２項第２号において

規定されており、この条文の規定により適格性を有する者が実質的に漁業権者として

限定されるため、本県における審査基準を別途設けないこととする。  

なお、この場合においても、法施行規則第25条第２項の規定により、漁業免許申請

書には必ず事業計画書（別紙様式）を添付する必要があるので留意すること。  

 

第３ 定置漁業権及び区画漁業権における審査基準  

定置漁業権及び区画漁業権における第73条第２項第２号に規定する「地域の水産業

の発展に最も寄与すると認められる者」については、次の基準により判断する。  

（１）団体漁業権の場合  

免許についての適格性を有する者は、法第72条第２項第１号又は第２号において

規定されており、この条文の規定により適格性を有する者が実質的に漁業権者とし

て限定されるため、本県における審査基準を別途設けないこととする。  

なお、この場合においても、法施行規則第25条第２項の規定により、漁業免許申

請書には必ず事業計画書（別紙様式）を添付する必要があるので留意すること。  

 

（２）個別漁業権の場合  

次の(ア)から(ウ)に掲げるほか、地域の漁業者との調和的発展や、地元の水産物

流通･加工業者との良好な関係構築など、地域の水産業の発展に寄与する具体的な

取組が計画されており、実現が可能であると見込めるか等について、漁業免許申請

書に添付の事業計画書(別紙様式)により審査し、免許をすべき者を決定する。 な

お、審査においては別要綱に定める審査会を実施する。 

（ア）漁業生産の増大  
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・ 生産計画は客観的な根拠により設定されており、免許の存続期間における安定的

な生産が可能であると見込めるか。  

・ 漁場環境の保全・改善又は悪化を防止するための対策が講じられており、免許の

存続期間における良好な漁場環境の維持が可能であると見込めるか。  

（イ）漁業所得の向上  

・ 生産物の衛生管理、品質や評価を向上させるための具体的な取組が検討されてお

り、実現が可能であると見込めるか。  

（ウ）就業機会の確保  

・ 従事者の雇用計画において、地域における就業機会の向上に寄与しており、その

賃金が確実に支払われると見込めるか。 
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免許番号 松共第　号 漁業権の種類

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目
あわび 12/21から翌10/31
とこぶし 1/1から12/31
さざえ 1/1から12/31
ばい 1/1から12/31
にし 1/1から12/31
にな 1/1から12/31
あさり 1/1から12/31
はまぐり 1/1から12/31
もがい 1/1から12/31
あかがい 1/1から12/31
かき 11/1から翌3/31
あこやがい 1/1から12/31
たいらぎ 10/1から翌5/31
いがい 1/1から12/31
うに 1/1から12/31
なまこ 10/1から翌3/31
たこ 1/1から12/31
わかめ 12/1から翌7/31
ふのり 2/1から6/30
ひじき 11/1から翌5/31
あかもく 2/1から6/30
もずく 2/1から6/30
ひとえぐさ 10/1から翌6/30
あまのり 10/1から翌4/30
てんぐさ 2/1から9/30
えごのり 4/1から8/31
かじめ 12/1から翌8/31
すじあおのり 10/1から翌4/30
かめのて 1/1から12/31

※漁業権内の行使位置がわかる書類（施設の設置位置図）を添付すること

漁業の名称 漁業の時期
現在行
使者数

行使予
定者数

（３）漁業所得の向上に関する取組内容（衛生管理、品質や評価を向上させるための取組等）

（４）その他の取組内容（地域の漁業者との調和的発展、加工業者との良好な関係構築など）

生産計画（生産量）　単位：kg
（１）漁業種類ごとの計画

【別添様式】漁業権の事業計画

（２）漁場管理に関する取組内容（種苗放流、漁場保全、漁場造成、資源管理の取組等）

第一種共同漁業権

-8-



免許番号 松共第　号 漁業権の種類

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目
雑魚小型定置 1/1から12/31
雑魚磯建網 1/1から12/31
いか敷網 1/1から12/31
いかかご 4/1から7/31
あなごかご
（うけ含む） 1/1から12/31
うなぎかご
（うけ含む） 1/1から12/31
雑魚かご 1/1から12/31
しろうおやな 2/1から4/30
しろうお四手網 2/1から4/30

※漁業権内の行使位置がわかる書類（施設の設置位置図）を添付すること

（２）漁場管理に関する取組内容（種苗放流、漁場保全、漁場造成、資源管理の取組等）

（３）漁業所得の向上に関する取組内容（衛生管理、品質や評価を向上させるための取組等）

※生産計画の備考欄に主な魚種を記載すること

【別添様式】漁業権の事業計画

漁業の名称 漁業の時期
現在行
使者数

行使予
定者数

第二種共同漁業権

（４）その他の取組内容（地域の漁業者との調和的発展、加工業者との良好な関係構築など）

生産計画（生産量）　単位：kg
（１）漁業種類ごとの計画
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免許番号 漁業権の種類

漁業の名称 漁業の時期 行使予定者数

養殖施設の規模 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目

（養殖）
筏数・ロープ数

※定置は不要

生産量（kg、枚）

生産金額（千円）

区分 地元市町の者 沿岸市町在住の者 県内者 県外者 合計

常時従事者
臨時従事者

（４）漁業所得の向上（衛生管理、品質や評価の向上の取組）

（３）漁場管理に関する取組内容（漁場保全、漁場管理、病害対策等）

【別添様式】漁業権の事業計画

松区第○号 団体漁業権・個別漁業権

（１）概要

（２）事業計画

（７）就業機会の確保（注：個別漁業権の場合のみ記載すること）

（６）地元の水産物流通・加工業者との関係構築に関する取組

（５）地域の漁業者との調和的発展に関する取組
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免許番号 漁業権の種類

漁業の名称 漁業の時期 行使予定者数

項目 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目

生産量（kg、枚）

生産金額（千円）

（５）その他の取組計画（地域の漁業者との調和的発展や、地元の水産物流通・加工業者との関係構築等）

（４）漁業所得の向上（衛生管理、品質や評価の向上の取組）

【別添様式】漁業権の事業計画

松定第○号 個別漁業権

（１）概要

（２）事業計画

（３）漁場管理に関する取組内容（漁場保全、漁場管理、病害対策等）
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漁業権免許者の評価要領 

 

 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、漁業法（昭和 24 年法律第 267 号）第 73 条第 2 項の規定に基づき、個別漁業

権の免許者を決定するための評価基準を定めるものとする。 

 

（評価方法） 

第２条 個別漁業権免許者にかかる評価委員会（以下、「評価委員会」という。）は、漁業権免許申

請書および生産計画書の記載内容並びに評価委員会が必要と認めた追加資料をもとに別表に基

づき評価するものとする。 

 

附 則 

 この要領は、令和５年 月 日から施行する。 
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個別漁業権免許者にかかる評価委員会設置要綱 

 

 （設置） 

第１条 漁業法（昭和 24 年法律第 267 号）第 73 条第 2 項第 2 号の規定に基づき免許者の評

価を行うため、令和５年 月 日付水産第 号佐賀県農林水産部水産課長通知に基づく個別

漁業権免許者決定にかかる評価委員会（以下、「評価委員会」という。）を設置する。 

 

（所掌事務） 

第２条 評価委員会は、次に掲げる事務を所掌する。 

 （１）個別漁業権免許者の評価を行うこと 

 （２）その他知事が必要と認めた事項 

  

（委員） 

第３条 評価委員会は、次に掲げる者を評価委員として置く。 

（１） 水産課副課長 

（２） 玄海水産振興センター副所長 

（３） 有明水産振興センター副所長 

（４） 水産課玄海創生・栽培資源担当係長 

（５） 水産課漁港漁村備担当係長 

（６） 外部有識者 １名 

 

（委員長） 

第４条 評価委員会に委員長を置き、委員長は水産課副課長をもって充てる。 

 ２ 委員長は、評価委員会を代表し、会務を総理する。 

 ３ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員

がその職務を代理する。 

 

（会議） 

第５条 評価委員会の会議は、委員長が招集し、議長は委員長をもって充てる。 

２ 評価委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 評価委員会による意思の決定は、合議をもって決する。ただし、委員全員の協議による意

見の一致ができない場合は、議長の判断により多数決によることができるものとする。 

４ 会議は非公開とする。 

 

（意見聴取等） 

第６条 評価委員会は、審議のため必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見若

しくは説明を聞き、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

 

 （秘密保持） 

第７条 評価委員は、評価委員会で知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた

後も同様とする。 
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（報告） 

第８条 委員長は、候補者の評価を行ったときは、その結果を水産課長に報告するものとする。 

 

（庶務） 

第９条 評価委員会の庶務は、農林水産部水産課において処理する。 

 

（その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

附 則 

 この要綱は、令和５年 月 日から施行する。 
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個別漁業権の免許の審査に関する判断基準及び評価方法

評　価　項　目 判　断　基　準 評価方法

１ 漁業生産力の増大が
見込まれること

・達成困難な目標ではないか
・中長期的な視点で計画が策定されているか

２　漁業所得の向上が
見込まれること

・達成困難な目標ではないか
・中長期的な視点で計画が策定されているか

３　就業機会の確保が
見込まれること

・達成困難な目標ではないか
・中長期的な視点で計画が策定されているか

４　地域漁業者との調
和的発展が見込まれる
こと

・海面利用に関し、他の漁業種類、漁業者とと
もに適切かつ有効に漁場を利用していくことが
可能か

５　地元の水産物流通
や加工に与える影響

・生産品について、地元の流通業者や加工業者
を活用し地域の活性化につながるか

事業計画書
中長期的なビジョンを記
した資料
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試験養殖位置
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佐 賀 県 試 験 養 殖 処 理 要 綱 の 運 用 に つ い て  
 

令 和 ５ 年 ４ 月  日  
水 産 第  号 佐 賀 県 水 産 課 長 通 知  

 
第 １  対 象 と す る 範 囲  
 本 運 用 の 対 象 範 囲 と し て は 令 和 ３ 年 ４ 月 1 日 付 佐 賀 県 農 林 水 産 部 長 通 知 で 定 め た

「 試 験 養 殖 処 理 要 綱 （ 以 下 、 要 綱 と す る ）」 と す る 。  
 
第 ２  実 施 手 続 き  

（ １ ） 要 綱 第 ２ 条 に 定 め ら れ た 「 適 用 範 囲 」 に 関 す る こ と の う ち 、 県 と 市 町 の 整
理 は 以 下 の と お り と す る 。  

【 県 の 委 託 】  

１ ． 新 た に 養 殖 区 画 を 取 得 す る た め に 、 県 等 の 試 験 研 究 に よ り 得 ら れ た 、 新 た な 知

見 な ど を 広 域 的 に 実 証 す る 必 要 が あ る と 判 断 し た 場 合 。 ま た は 、 企 業 化 に 係 る

事 前 の 試 験 を 行 う も の で 、 県 が 必 要 と 判 断 し た 場 合 。  

２ ． 一 般 海 域 や 複 数 の 漁 業 権 に ま た が る 等 、 広 域 的 な 海 域 で の 試 験 養 殖 の 場 合  

３ ． 県 の 施 策 と し て 推 進 す る も の で 、 新 規 漁 業 権 の 取 得 を 促 す た め に 県 が 必 要 と 判

断 し た 場 合  

【 市 町 の 委 託 】  

１ ． 新 た に 養 殖 区 画 を 取 得 す る た め に 、 既 知 技 術 の 導 入 に よ り 、 企 業 化 に 係 る 事 前

の 試 験 を 行 う も の で 、 市 町 が 必 要 と 判 断 し た 場 合 。  

２ ． 関 係 地 区 が 単 一 の 漁 業 権 内 で 試 験 養 殖 を 行 う 場 合 。  

３ ． 市 町 の 施 策 と し て 推 進 す る も の で 、 新 規 漁 業 権 の 取 得 を 促 す た め に 市 町 が 必 要

と 判 断 し た 場 合  
 
（ ２ ） 要 綱 第 ３ 条 に 定 め ら れ た 「 試 験 養 殖 の 承 認 」 に 関 す る こ と は 以 下 の と お り と
す る 。  
１ ． 同 条 第 ２ 項 に 定 め ら れ た 「 別 記 様 式 第 １ 号 に お け る 申 請 書 」 の う ち 、 添 付 資 料

の 計 画 書 の 様 式 は 、 別 添 様 式 第 １ 号 の と お り と す る 。 た だ し 、 別 添 様 式 第 １ 号
に 定 め た 項 目 が 記 載 さ れ て い る も の を 網 羅 し て い る 場 合 は 、 他 の 様 式 を 用 い て
も か ま わ な い 。  

２ ． 同 条 第 ２ 項 に 定 め ら れ た 「 市 町 の 長 を 経 由 の う え 知 事 に 提 出 し な け れ ば な ら な
い 。」 に つ い て は 、 本 運 用 「 第 ２  実 施 手 続 き 」（ １ ） で 定 め ら れ た 県 の 委 託 の
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場 合 に は 副 申 を 必 須 と し な い 。  
 
（ ３ ） 要 綱 第 ５ 条 に 定 め ら れ た 「 試 験 養 殖 の 範 囲 」 に 関 す る こ と は 以 下 の と お り と

す る 。  

１ ． 同 条 第 ２ 項 で 定 め る 期 間 は 1 年 と し 、 期 間 の 延 長 は 原 則 と し て 毎 年 申 請 す る 方

式 （ 新 規 と し て ） と す る 。  

２ ． 試 験 養 殖 の 申 請 時 点 で 現 試 験 養 殖 が 試 験 中 で あ る 場 合 、 申 請 書 類 に 中 間 報 告 書

も 合 わ せ て 添 付 す る こ と と す る 。  

３ ．同 条 第 ３ 項 に 定 め ら れ た「 小 割 、そ の 他 の 養 殖 の 面 積 3 ,000 平 方 メ ー ト ル 以 内 」

に お け る 区 域 内 の 施 設 の 取 扱 い は 、水 面 上 に 出 て い る 施 設 だ け で な く 、海 底 に 設

置 し た 方 塊 等 も 含 め た 面 積 と す る 。  

 

（ ４ ） 要 綱 第 ９ 条 に 定 め ら れ た 「 報 告 書 」 に 関 す る 整 理 は 以 下 の と お り と す る 。  

第 ９ 条 で 定 め る 報 告 書 の 様 式 は 別 添 様 式 第 ２ 号 の と お り と し 、必 要 に 応 じ て 図

や 表 を 添 付 す る こ と と す る 。  

  
附 則 

 
(１ ) こ の 運 用 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  
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